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市からの連絡帳

　「定額給付金」・「子育て応援特別手当」の申請はお済みですか？　申請期限は、１０月１３日昇（消印有効）までです。お早めに！
 ◆定額給付金担当 　保 （定額給付金専用ダイヤル札４２１－２２０２）　　◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）　

 税 

■公的年金等から算出される市
民税・都民税の納付をお忘れなく
興年金受給者で、市民税・都民税が
課税される方
　１０月支給の公的年金等から市民
税・都民税の特別徴収（引き落とし）
が開始されます（年金特徴）。
　これに伴い、年金受給者の方の市
民税・都民税の納付方法が下記のと
おり変わります。
□年金特徴対象の方
　「納税通知書」をすでに送付してい
ます（３ページ下段に引き落とされ
る金額を記載してあります）。
□公的年金等から算出される市民
税・都民税の納付方法
◎年金特徴の対象となる６５歳以上の
方…上半期は普通徴収（第１期、第
２期）、下半期は年金特徴
◎６５歳未満の方・年金特徴の対象と
ならない方…普通徴収
◎給与からの特別徴収と公的年金収
入のある方…年金特徴の開始によ
り、公的年金から算出される市民
税・都民税は給与から特別徴収でき
ないため、６５歳以上・未満の方も公
的年金等から算出される市民税・都
民税は、「納税通知書」での納付にな
ります。
　公的年金等から算出される市民
税・都民税の普通徴収分について、
納め忘れのないよう、ご注意を。
興年金特徴の対象となる６５歳以上の
方
　初年度（平成２１年度）は、公的年
金等から算出される市民税・都民税
は、送付した納税通知書で上半期は
普通徴収（第１期・第２期）により
納付していただきます。公的年金等
から算出される市民税・都民税の普
通徴収分について、納め忘れのない
よう、ご注意ください。
　なお、次年度以降も年金特徴の対
象となる方は、次年度以降普通徴収
はなくなり、上半期も年金特徴とな
ります。
興６５歳未満の方・年金特徴の対象と
ならない方
　公的年金等から算出される市民
税・都民税はすべて普通徴収となり
ます。
□納期限

　公的年金収入のみの方が、普通徴

収により納めていただく納期限は上
記のとおりです。
　いずれも詳しくは、納税通知書の
３ページをご覧ください。
◆市民税課 　田 （札４６０－９８２７・９８２８）

 年金・国保 

■年金記録確認地方第三者委員会へ
の申し立ては社会保険事務所で受付
　年金記録の訂正に関し、公正な判
断を示すため、年金記録確認東京地
方第三者委員会が設置されていま
す。
　年金記録確認東京地方第三者委員
会への申し立てについては、まず、
社会保険事務所で自身の年金記録を
確認する必要があります。その結
果、社会保険事務所からの回答に異
議のある場合は、年金記録確認東京
地方第三者委員会に審査の申し立て
をすることができます。
　なお、この申し立ては最寄りの社
会保険事務所で受け付けています。
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■「後期高齢者医療被保険者
証」をお持ちの方へ
～８月１日に見直しました～
　後期高齢者医療被保険者証一部負
担金の割合は毎年８月１日に見直し
ます。判定内容は世帯の状況と前年
の所得に対する住民税課税所得によ
り判定（定期判定）されます。
□一部負担金の割合
◎一般…１割
※基準収入額適用申請書提出者も含
む
◎現役並み所得者…３割
□一般（１割負担）
　同じ世帯にいる長寿医療制度（後
期高齢者医療制度）の被保険者全員
の住民税課税所得が１４５万円未満の
被保険者
□現役並み所得者（３割負担）
　住民税課税所得１４５万円以上ある
被保険者やその方と同じ世帯にいる
被保険者
※住民税課税所得とは、総収入金額
から各種所得控除などを差し引いて
算出します。
◎定期判定後一部負担金の割合が変
わる方…新しい被保険者証を７月下
旬送付。
◎一部負担金の割合に変更のない方
…有効期限は平成２２年７月３１日まで
です。現在お持ちの被保険者証をそ
のままご使用ください。
◎一部負担金の割合に変更があった
方…８月１日から新たな一部負担金
の割合が適用されます。月の初めに
医療機関などに受診される時には、
窓口に一部負担金の割合の変更があ
った事を申出てください。
※新しい被保険者証を受け取られた
方は、必ず古い被保険者証はお返し
ください。
　広域連合では、長寿医療制度（後
期高齢者医療制度）について、「東京

いきいきネット」で情報提供を行っ
ています。
　HP  http://www.tokyo-ikiiki.net
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

 子育て 

■児童扶養手当・特別児童扶養
手当現況届
　現在各種手当を受給されている方
（所得超過による支給停止の方を含
む）には、７月末に「お知らせ」を
送付しましたので、提出してくださ
い。提出がないと８月以降の手当が
支給停止となる場合があります。
興児童扶養手当
□受付期間　８月３日捷～３１日捷
興特別児童扶養手当
□受付期間　８月１１日昇～３１日捷
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■ファミリー・サポート・センタ
ー　ファミリー会員登録説明会
　時 ・　場 ８月２２日松午前１０時～正午・
保谷保健福祉総合センター
□必要なもの　保護者の顔写真（縦
３㎝×横２．５㎝）１枚、印鑑、８０円切
手１枚（会員証郵送用）
　申 説明会前日の午後５時までにファ
ミリー・サポート・センター事務局
へ（札４３８－４１２１）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

 高齢者支援 

■「７５歳以上生活状況調査」に
ご協力を
　いつまでも安心して生活が続けら
れるようにすることと、緊急時の対
応を速やかに行うことを目的に生活
状況調査を行います。
　この調査をきっかけに顔見知りに
なり、気軽に相談していただけるこ
とを目指しています。
　なお、対象者には事前にはがきで
お知らせし、８月に「生活状況調査
票」を郵送します。
　ご理解とご協力をお願いします。
　対 ３月３１日時点で７５歳以上の方
□訪問回収
９月１日昇～１１月３０日捷
□訪問者　民生委員（民生委員欠員
の地域は、地域包括支援センター職
員・社会福祉協議会職員または市職
員）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８ー４０２９）

■敬老行事に補助金を交付
　市では、９月の敬老月間内に、地
域の高齢者の個人・地域団体の方々
の企画・参加により行われる敬老行
事に、補助金を交付します。
　対 敬老の行事として催しを行う個
人・地域団体な

ど

□期間
　９月１日昇～３０日昌（敬老月間）
□対象事業
　「敬老」の文字が入った敬老行事
で、市内７０歳以上の方が１５人以上参
加するもの（ハイキング、カラオケ

大会、食事会、囲碁将棋大会、観劇
会な

ど）
□補助金額
　１行事に対して上限２万円
　申 ８月３日捷から行事開催の２週間
前までに、高齢者支援課、各出張所、
各福祉会館、各老人福祉センター、
老人憩いの家（おあしす）の窓口に
ある交付申請書に必要事項を記入
し、高齢者支援課（両庁舎１階）へ
※申請は１回限りです（特別養護老
人ホームなどの事業者が主催する行
事は除く）。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

 福　祉 

■碓障 心身障害者医療費助成制度
　各種手当・助成制度の所得限
度額および現況届
　いずれの制度についても前年度と
変更はありません。申請前にさかの
ぼっての制度の適用はありませんの
で、今回新しく対象になると思われ
る方は申請してください。
興碓障 心身障害者医療費助成制度
□提出期限　９月３０日昌
興各種手当・助成制度
□提出期限　８月３１日捷
（重度手当は１１月中）
　障害程度、年齢制限等各種の要件
があります。詳細は問い合わせを。

興現況届　特別障害者手当等・重度
心身障害者手当受給者の方に対し
て、現況届の用紙を送ります。期限
内の提出をお願いします。
□提出期限　８月３１日捷
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■心身障害者タクシー料金助成
　従来のタクシー利用券の有効期限
切れに伴い、新しいタクシー利用券

６５歳未満の方、
年金特徴の対
象とならない方

年金特徴と
な る６５歳 以
上の方

納期限
（２１年度）

普通徴収普通徴収第１期
（６月３０日）

普通徴収普通徴収第２期
（８月３１日）

普通徴収なし第３期
（１１月２日）

普通徴収なし第４期
（２月１日）

　８月は、市・都民税普通徴収第
２期の納期です。納付には、便利
な口座振替を。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）

□所得限度額 億億億億億億億億億億億 
①碓障 心身障害者医療費助成
②心身障害者手当 ③自動車燃料費助成
④タクシー料金助成 億億億 （単位：円）

障害者本人
（２０歳未満の方は扶養義務者な

ど）
税法上の
扶養人数

３，６０４，００００人
３，９８４，０００１人
４，３６４，０００２人
４，７４４，０００３人
５，１２４，０００４人

①特別障害者手当　②障害児福祉手当

配偶者および
扶養義務者障害者本人税法上の

扶養人数
６，２８７，０００３，６０４，００００人
６，５３６，０００３，９８４，０００１人
６，７４９，０００４，３６４，０００２人
６，９６２，０００４，７４４，０００３人
７，１７５，０００５，１２４，０００４人

※各種控除後（手当・助成用の控除額）
の金額で判定


